
共通管理番号の保存期間について 

 

各業務の保存期間（下記表）に合わせて、各業務別にリンクを削除する。 

すべてのリンク情報が削除された時点で共通管理番号自体を削除する。 

 

各業務の保存期間 

 輸入関連業務 輸入食品監
視支援業務 

動物検疫 
関連業務 

植物検疫 
関連業務 

共通管理番号 

事項登録 10日 7日 6日 14日  
全業務のリンク
情報が削除され
た時点 

許可、承認、合格 6日 10日 7日 14日 

上記以外（申告・申請中） 365日 365日 365日 365日 

日

数

計

上 

土 含む 含む 含む 含む  

日 含まず 含む 含まず 含む 

祝祭日 含まず 含む 含まず 含む 

起算日（業務実施日） 含む 含む 含む 含む 

 

共通管理番号の削除例 

 

 

 

共通管理番号 

事項登録（未申請）

後 6日経過し保存期

間満了によりリンク

削除 

合格後 10日経過し

保存期間満了により

リンク削除 

植物検疫関連業務 
申請番号 

動物検疫関連業務 
申請番号 

輸入食品監視支援業務 
届出番号 

輸入関連業務 
輸入申告番号 

リンク状態の申告・申請番号 

共通管理番号 

植物検疫関連業務 
申請番号 

動物検疫関連業務 
申請番号 

輸入食品監視支援業務 
届出番号 

輸入関連業務 
輸入申告番号 

リンク状態の申告・申請番号 

× 
× 

× 
× 
× 
× 

各業務の保存期間満了 

また手動によりリンク削除 

リンク状態にある申告・申請が存在する場

合、共通管理番号は削除されない 

リンク状態にある申告・申請が存在しない

場合、共通管理番号は削除される 

また、NACCSでの輸入許可でも削除される 


